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ちば電子申請サービスの利用により、以下の申請の手数料の納付が可能となります。

【手数料を伴う申請】

１．都市計画法の基づくもの

・第２９条の規定による開発行為の許可申請に対する審査

・第３５条の２の規定による開発行為の変更許可の申請に対する審査

・第４２条第２項ただし書（第３５条の２第４項において準用する場合を含む）の規定による建築許可の申請に
対する審査

・第４２条第１項ただし書の規定による建築等の許可の申請に対する審査

・第４３条の規定による建築等の許可の申請に対する審査

・第４５条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

２．宅地開発事業の基準に関する条例（昭和４４年千葉県条例第５０号）に基づくもの

・宅地開発事業設計確認申請手数料

・宅地開発事業設計変更確認申請手数料

＜参考：千葉県HP＞

開発行為等の規制／千葉県

開発行為の許可申請手続／千葉県

１ 申請の概要



１ 申請の概要

①開発許可申請の手続きフロー

申請者 市町村

県

市町村へ紙媒体で
申請書一式を提出 収受 収受 収受

県へ電子申請サービス
で申請書を提出 手数料額の確定通知

電子申請サービスから
電子納付 納付確認

②開発許可申請における電子申請手数料納付の手続きフロー

申請者 県

※県に紙媒体での申請が届き次第、申請者に②の電子申請による手数料納付の案内をご連絡をさせていただきます。

土木事務所
（１ha未満）

宅地安全課
（１ha以上）



２「ちば電子申請サービス」での操作方法

トップページの検索キーワードに「開発」と入力し、該当の申請様式をクリック
してください。
本サービスへのログインを確認するために≪利用者ログイン画面≫が表示されま
す。

①「開発」と入力し、検索

URL
https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-
u/offer/offerList_detail?tempSeq=57763

都市計画法に基づく開発行為

宅地開発事業の基準に関する開発行為

URL
https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-
u/offer/offerList_detail?tempSeq=57763



２「ちば電子申請サービス」での操作方法

②該当の手続きをクリック
「都市計画法に基づく開発行為に
関する手数料」又は「宅地開発事
業の基準に関する開発行為に関す
る手数料」を選択



２「ちば電子申請サービス」での操作方法

③利用者登録せずに申し込む場合は、
「利用者登録せずに申し込む方はこち
ら」をクリック

④ちば電子申請サービスの利用者登録を
する方は、「利用者登録される方はこち
ら」をクリック

⑤既に利用者登録がお済の方は、「利用者
ID]、「パスワード」を入力してログイン

※ちば電子申請サービスで複数回申請予定
がある方は、利用者登録を行うと、申請時
に、名前や連絡先などが自動で反映されま
す。
利用者登録をせずに申し込むことも可能で
す。

※次頁からは「利用者登録をせずに申し込
む」場合について説明します。



２「ちば電子申請サービス」での操作方法

〇手続きの説明が表示されますので、
ご確認ください。



２「ちば電子申請サービス」での操作方法

⑥規約の内容を確認し、同意していただ
ける場合は「同意する」をクリック



２「ちば電子申請サービス」での操作方法

⑦連絡先メールアドレスを記載

⑧「完了する」をクリックすると、記載
したメールアドレスへ申込画面のURLが送
付されます。



２「ちば電子申請サービス」での操作方法

⑨受信した【連絡先アドレス確認メー
ル】の本文に記載されたURLをクリックす
ると、申込画面が表示されます。



２「ちば電子申請サービス」での操作方法

申請時の入力項目は以下のとおりです。

入力項目

工事主の氏名（法人）

工事主の氏名（個人）

受任者の有無

申請者氏名

申請者フリガナ

郵便番号

住所

メールアドレス

電話番号

許可申請書の添付

手数料の種類を選択

申請機関

納付方法



２「ちば電子申請サービス」での操作方法

⑩申請情報を記載し、「確認へすすむ」
をクリック



２「ちば電子申請サービス」での操作方法

⑪内容を確認し、「申込む」をクリック



２「ちば電子申請サービス」での操作方法

⑫申込み完了画面が表示され、「整理番
号」と「パスワード」が表示され、同じ
内容が連絡先メールアドレスにも送付さ
れます。

この「整理番号」と「パスワード」
は、手数料のお支払い時に必要とな
りますので、必ず控えてください。



２「ちば電子申請サービス」での操作方法

⑬県での受付が完了すると「受理通知
メール」が送付されますので、整理番号
とパスワードをちば電子申請サービスに
入力をします。



２「ちば電子申請サービス」での操作方法

⑭申込照会で、認証のため、「整理番
号」と「パスワード」を入力し、「照会
する」をクリック



２「ちば電子申請サービス」での操作方法

⑮申込詳細の納付情報から、支払い方法を選
択し、手数料を納付。

支払い方法は以下のいずれかを選択してください。
(１) pay-easy（ペイジ―）
・金融機関ATM（キャッシュカード・現金対応）
・インターネットバンキング
納付可能な金融機関等の詳細は、県HPをご確認く
ださい。
千葉県HP：ちば電子申請サービスでペイジーによ
る納付が可能な金融機関
URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/suitou/paye
asy-login.html

(２)クレジット、PayPay、d払い、auPAY
→システム上では、「Omni Payment Gateway」

と表示

お支払い完了後、支払い完了メールは送付されま
せん。

※一定期間を過ぎても手数料が納付されない場合、
再度電子納付の申請を行う必要があります。



３ 電子納付に係る注意事項

・申請完了後、速やかに電子納付の手続きを行ってください。一定期間を過
ぎても手数料が納付されない場合、再度電子納付の申請を行う必要がありま
す。



４ 問い合わせ先

「ちば電子申請サービス」の操作方法についてのお問い合わせ先

ちば電子申請サービス ヘルプデスク
（固定電話）0120-464-119（フリーダイヤル）
（携帯電話）0570-041-001（有料）
※電話による問い合わせは、平日9時～17時
（土日祝日及び12月29日～1月3日を除く）
（FAX）06-6455-3268
（E-mail）help-sinsei-chiba@apply.e-tumo.jp

申請者操作マニュアル
ちば電子申請サービス＞右側黒インデックスの「？」ヘルプをクリック
https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_initDisplayTop
第1章 手続申込＞1.1.4手続申込（電子納付：ログインしない場合）

＞1.1.5手続申込（電子納付：ログインする場合）



４ 問い合わせ先

申請内容についてのお問い合わせ先
県土整備部 都市整備局 宅地安全課 開発指導班
（電話番号）043-223-3240
又は、管轄の土木事務所

千葉県HP
開発行為等の規制規模及び開発許可等を行う関係機
関一覧／千葉県


